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○
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）

（
附
則
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

別
表
第
一

第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
一
条
関
係
）

別
表
第
一

第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
一
条
関
係
）

備
考

こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
上
欄
に
掲
げ
る
政
令
に

備
考

こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
上
欄
に
掲
げ
る
政
令
に

お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

政

令

事

務

政

令

事

務

略

略

森
林
環
境
税
及
び
森
林
環
境

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処

譲
与
税
に
関
す
る
法
律
施
行

理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

令
（
令
和
四
年
政
令
第

号
）
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○
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）

（
附
則
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
～
第
三
章
の
七

略

第
一
章
～
第
三
章
の
七

略

第
四
章

都
等
の
特
例
等

第
四
章

都
等
の
特
例
（
第
五
十
七
条
―
第
五
十
七
条
の
四
）

第
一
節

都
等
の
特
例
（
第
五
十
七
条
―
第
五
十
七
条
の
四
）

第
二
節

個
人
の
市
町
村
民
税
、
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
森
林
環
境
税
の
賦
課

徴
収
に
関
す
る
調
整
（
第
五
十
七
条
の
四
の
二
・
第
五
十
七
条
の
四
の

三
）

第
五
章
～
第
七
章

略

第
五
章
～
第
七
章

略

附
則

附
則

（
充
当
に
係
る
法
の
規
定
の
適
用
除
外
）

第
六
条
の
十
四
の
二

法
第
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
規

定
は
、
法
附
則
第
二
十
九
条
の
三
（
法
附
則
第
二
十
九
条
の
七
第
六
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
九
条
の
五
第
十
三
項
並
び
に
法
附
則
第
三
十

一
条
の
三
の
二
第
四
項
及
び
第
三
十
一
条
の
三
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
六
百
一
条
第
八
項
並
び
に
法
附
則
第
三
十
一
条
の
三
の
四
第
九
項
の
規
定
（
こ
れ

ら
の
規
定
中
充
当
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
と
す
る
。

（
委
託
納
付
又
は
委
託
納
入
を
す
る
の
に
適
す
る
こ
と
と
な
つ
た
時
）
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第
六
条
の
十
四
の
三

法
第
十
七
条
の
二
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
委

託
納
付
又
は
委
託
納
入
を
す
る
の
に
適
す
る
こ
と
と
な
つ
た
時
は
、
未
納
地
方
税
等

（
同
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
道
府
県
未
納
徴
収
金
、
同
項
第
四
号
に
規
定
す

る
市
町
村
未
納
徴
収
金
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
納
付
し
、
若
し
く
は
納
入
す
べ

き
こ
と
と
な
つ
て
い
る
そ
の
他
の
道
府
県
の
地
方
団
体
の
徴
収
金
又
は
同
条
第
三
項

に
規
定
す
る
納
付
し
、
若
し
く
は
納
入
す
べ
き
こ
と
と
な
つ
て
い
る
そ
の
他
の
市
町

村
の
地
方
団
体
の
徴
収
金
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
法
定
納
期

限
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
未
納
地
方
税
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
時
と

し
、
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
地
方
税
又
は
森
林
環
境
税
に
係
る
延
滞
金

に
つ
い
て
は
、
そ
の
徴
収
の
基
因
と
な
つ
た
地
方
税
又
は
森
林
環
境
税
に
係
る
当
該

各
号
に
定
め
る
時
と
す
る
。
）
と
法
第
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
各
号
に
該
当
す
る

還
付
金
等
（
同
項
に
規
定
す
る
還
付
金
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

）
が
生
じ
た
時
（
還
付
加
算
金
に
つ
い
て
は
、
そ
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
同
項
各

号
に
該
当
す
る
還
付
金
等
が
生
じ
た
時
）
と
の
い
ず
れ
か
遅
い
時
と
す
る
。

一

法
定
納
期
限
後
に
そ
の
納
付
し
、
又
は
納
入
す
べ
き
税
額
が
確
定
し
た
地
方
税

又
は
森
林
環
境
税

そ
の
納
付
又
は
納
入
の
告
知
書
を
発
し
た
時
（
申
告
に
よ
り

税
額
が
確
定
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
申
告
が
あ
つ
た
時
）

二

納
期
を
分
け
て
い
る
地
方
税
又
は
森
林
環
境
税

法
（
森
林
環
境
税
及
び
森
林

環
境
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
三
号
）
第
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
こ
れ
に
基
づ

く
条
例
の
規
定
に
よ
る
納
期
限

三

法
第
十
三
条
の
二
第
三
項
（
森
林
環
境
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
に
関
す
る
法

律
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
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）
の
規
定
に
よ
り
告
知
が
さ
れ
た
地
方
税
又
は
森
林
環
境
税

そ
の
告
知
に
よ
り

指
定
さ
れ
た
納
期
限

四

法
第
十
五
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
り
、
森
林
環
境
税
及
び
森
林

環
境
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と

と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
徴
収
の
猶
予
（
盗
難
に
か
か
つ
た
こ

と
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
法
第
四
十
四
条
の
二
、
第
七
十
二
条
の
五
十
七

の
二
第
一
項
、
第
七
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
、
第
百
四
十
四
条
の
二
十
九
第
一

項
、
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
十
三
第
一
項
、
第
六
百
一
条
第
三
項
若
し
く
は
第

四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
六
百
二
条
第
二
項
又
は
第
六
百
三
条
の
二
の
二
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
百
三
条
第
三
項
、
第
六
百
三

条
の
二
第
五
項
若
し
く
は
第
六
百
二
十
九
条
第
五
項
若
し
く
は
森
林
環
境
税
及
び

森
林
環
境
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
徴
収
の
猶
予
に
係
る
地

方
税
又
は
森
林
環
境
税

そ
の
徴
収
の
猶
予
の
期
限

五

督
促
手
数
料
、
過
少
申
告
加
算
金
、
不
申
告
加
算
金
又
は
重
加
算
金

そ
の
納

付
又
は
納
入
の
告
知
書
を
発
し
た
時

六

滞
納
処
分
費

そ
の
確
定
し
た
時

七

第
二
次
納
税
義
務
者
又
は
保
証
人
と
し
て
納
付
し
、
又
は
納
入
す
べ
き
未
納
地

方
税
等

そ
の
告
知
に
関
す
る
文
書
を
発
し
た
時

（
個
人
の
道
府
県
民
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
の
払
込
み
の
方
法
等
）

第
八
条

削
除

第
八
条

市
町
村
が
法
第
四
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
毎
月
道
府
県
に
払
い
込
む

べ
き
個
人
の
道
府
県
民
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
の
額
は
、
前
月
中
に
納
付
又

は
納
入
の
あ
つ
た
個
人
の
道
府
県
民
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
と
個
人
の
市
町
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村
民
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
と
の
合
算
額
（
督
促
手
数
料
及
び
滞
納
処
分
費

を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
、
当
該
市
町
村
の
当
該
年
度
の
収
入

額
と
な
る
べ
き
個
人
の
道
府
県
民
税
の
課
税
額
（
市
町
村
の
廃
置
分
合
又
は
境
界
変

更
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
後
存
続
す
る
市
町
村
（

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
存
続
市
町
村
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
当
該
存
続
市

町
村
が
当
該
年
度
に
お
い
て
徴
収
す
べ
き
額
の
う
ち
当
該
年
度
の
収
入
額
と
な
る
べ

き
も
の
と
し
て
課
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計

額
と
当
該
年
度
の
収
入
額
と
な
る
べ
き
個
人
の
市
町
村
民
税
の
課
税
額
の
合
計
額
と

の
割
合
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
按
分
率
」
と
い
う
。
）
で
按
分
し
て
算
定
し
た

あ
ん

額
と
す
る
。

２

前
項
の
按
分
率
は
、
当
該
年
度
の
三
月
三
十
一
日
現
在
に
お
い
て
算
定
し
た
率
に

よ
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
年
度
の
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
月
に
お
い
て
払
い

込
む
場
合
に
は
、
当
該
年
度
の
前
年
度
の
三
月
三
十
一
日
現
在
に
お
い
て
算
定
し
た

按
分
率
に
よ
り
、
当
該
年
度
の
七
月
か
ら
三
月
ま
で
の
月
に
お
い
て
払
い
込
む
場
合

に
は
、
当
該
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
課
税
額
が
最
初
に

納
付
又
は
納
入
さ
れ
る
べ
き
期
限
の
到
来
す
る
月
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
最
初

の
納
期
限
の
月
」
と
い
う
。
）
の
末
日
現
在
に
お
い
て
算
定
し
た
当
該
市
町
村
の
当

該
年
度
の
収
入
額
と
な
る
べ
き
個
人
の
道
府
県
民
税
（
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に

よ
り
課
す
る
所
得
割
を
除
く
。
）
の
課
税
額
の
合
計
額
と
当
該
年
度
の
収
入
額
と
な

る
べ
き
個
人
の
市
町
村
民
税
（
法
第
三
百
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
課
す
る
所
得
割

を
除
く
。
）
の
課
税
額
の
合
計
額
と
の
割
合
（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
按
分
率
」
と

い
う
。
）
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
当
該
年
度
の
収
入
額
と
な
る
べ
き
分
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と
し
て
市
町
村
に
納
付
又
は
納
入
の
あ
つ
た
個
人
の
道
府
県
民
税
に
係
る
地
方
団
体

の
徴
収
金
と
個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
と
の
合
算
額
の
う
ち

当
該
年
度
の
三
月
三
十
一
日
現
在
に
お
い
て
算
定
し
た
按
分
率
に
よ
り
道
府
県
に
払

い
込
む
べ
き
個
人
の
道
府
県
民
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
の
額
と
既
に
払
い
込

ん
だ
個
人
の
道
府
県
民
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
の
額
（
法
第
四
十
八
条
第
一

項
又
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
第
十
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
道
府
県
が
徴
収
し
た
個
人
の
道
府

県
民
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
徴
収
金
の
額
を
含
む

。
）
と
の
間
に
過
不
足
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
年
度
の
翌
年
度
の
四
月
か
ら
六
月

ま
で
の
月
に
お
い
て
払
い
込
む
べ
き
額
で
清
算
す
る
も
の
と
す
る
。

４

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
最
初
の
納
期
限
の
月
が
当
該
年
度
の
七
月
以
降
の
月
と

な
る
市
町
村
が
当
該
年
度
の
七
月
又
は
七
月
か
ら
最
初
の
納
期
限
の
月
ま
で
の
月
に

お
い
て
払
い
込
む
と
き
は
、
当
該
年
度
の
前
年
度
の
三
月
三
十
一
日
現
在
に
お
い
て

算
定
し
た
按
分
率
に
よ
る
も
の
と
し
、
最
初
の
納
期
限
の
月
の
翌
月
以
降
に
お
い
て

市
町
村
の
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
特
定
按
分
率
に
著
し
い

変
動
を
生
ず
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
著
し
い
変
動
を
生
ず
る
こ
と
と
な

つ
た
月
の
末
日
現
在
に
お
い
て
算
定
し
た
特
定
按
分
率
に
よ
り
当
該
月
の
翌
月
か
ら

当
該
年
度
の
三
月
ま
で
の
月
に
払
い
込
む
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

５

市
町
村
の
廃
置
分
合
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
存
続
市
町
村
が
当
該
廃
置
分
合

が
あ
つ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
当
該
存
続
市
町
村
の
最
初
の
納
期
限
の
月
ま

で
の
月
に
お
い
て
払
い
込
む
べ
き
個
人
の
道
府
県
民
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金

の
額
は
、
前
月
中
に
納
付
又
は
納
入
の
あ
つ
た
個
人
の
道
府
県
民
税
に
係
る
地
方
団

体
の
徴
収
金
と
個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
と
の
合
算
額
に
、
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当
該
廃
置
分
合
が
あ
つ
た
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
の
三
月
三
十
一
日
現
在
に
お

い
て
算
定
し
た
当
該
廃
置
分
合
前
の
市
町
村
の
前
年
度
の
収
入
額
と
な
る
べ
き
個
人

の
道
府
県
民
税
の
課
税
額
の
合
計
額
の
合
算
額
と
前
年
度
の
収
入
額
と
な
る
べ
き
個

人
の
市
町
村
民
税
の
課
税
額
の
合
計
額
の
合
算
額
と
の
割
合
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。

６

指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
指
定
都
市
の
区
域
の
全
部

又
は
一
部
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
市
町
村
が
税
率
変
更
年
度
（
指
定
都
市
以
外
の
市

町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
指
定
都
市
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
と
な
つ
た
日

（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
移
行
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
年
度
の
翌

年
度
（
移
行
日
が
四
月
一
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
移
行
日
の
属
す
る
年
度
）
を
い
う

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
五
年
度
間
の
各
月
に
お
い
て
法
第
四
十
二

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
道
府
県
に
払
い
込
む
べ
き
個
人
の
道
府
県
民
税
に
係
る
地

方
団
体
の
徴
収
金
の
う
ち
、
特
定
滞
納
道
府
県
民
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
（

賦
課
期
日
現
在
に
お
い
て
移
行
区
域
（
移
行
日
に
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域

の
全
部
又
は
一
部
か
ら
指
定
都
市
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
と
な
つ
た
区
域
を
い
う

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
住
所
を
有
し
た
納
税
義
務
者
に
対
し
て
税
率

変
更
前
年
度
（
税
率
変
更
年
度
の
前
年
度
を
い
う
。
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
以

前
の
年
度
の
収
入
と
な
る
べ
き
も
の
と
し
て
課
さ
れ
た
個
人
の
道
府
県
民
税
（
第
二

号
に
お
い
て
「
特
定
道
府
県
民
税
」
と
い
う
。
）
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
の
う

ち
、
税
率
変
更
年
度
以
後
の
収
入
と
な
る
べ
き
分
と
し
て
市
町
村
に
納
付
又
は
納
入

の
あ
つ
た
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
は
、
前
各
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
号
に
掲
げ
る
合
算
額
を
第
二
号
に
掲
げ
る
割
合
で
按
分
し

て
算
定
し
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
移
行
日
後
に
移
行
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
指

定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
と
な
つ
た
場
合
に
お
け
る
第
八
項
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の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
特
定
滞
納
道
府
県
民
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
の
額

に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

当
該
各
月
の
前
月
中
に
納
付
又
は
納
入
の
あ
つ
た
特
定
滞
納
道
府
県
民
税
に
係

る
地
方
団
体
の
徴
収
金
と
特
定
滞
納
市
町
村
民
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
（

賦
課
期
日
現
在
に
お
い
て
移
行
区
域
に
住
所
を
有
し
た
納
税
義
務
者
に
対
し
て
税

率
変
更
前
年
度
以
前
の
年
度
の
収
入
と
な
る
べ
き
も
の
と
し
て
課
さ
れ
た
個
人
の

市
町
村
民
税
（
次
号
に
お
い
て
「
特
定
市
町
村
民
税
」
と
い
う
。
）
に
係
る
地
方

団
体
の
徴
収
金
の
う
ち
、
税
率
変
更
年
度
以
後
の
収
入
と
な
る
べ
き
分
と
し
て
市

町
村
に
納
付
又
は
納
入
の
あ
つ
た
も
の
を
い
う
。
）
と
の
合
算
額
（
督
促
手
数
料

及
び
滞
納
処
分
費
を
除
く
。
）

二

税
率
変
更
年
度
の
四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
算
定
し
た
指
定
都
市
が
徴
収
す
べ

き
特
定
道
府
県
民
税
の
課
税
額
の
合
計
額
と
指
定
都
市
が
徴
収
す
べ
き
特
定
市
町

村
民
税
の
課
税
額
の
合
計
額
と
の
割
合

７

移
行
日
が
同
一
の
計
算
期
間
（
毎
年
四
月
二
日
か
ら
翌
年
四
月
一
日
ま
で
の
期
間

を
い
う
。
第
九
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
内
に
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
（
指
定
都
市
」
と
あ
る
の
は
「
（
同
一
の
次
項

に
規
定
す
る
計
算
期
間
内
の
移
行
日
（
指
定
都
市
」
と
、
「
日
（
」
と
あ
る
の
は
「

日
を
い
う
。
」
と
、
「
「
移
行
日
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
同
じ
。
）
の
う

ち
最
も
早
い
日
」
と
、
「
翌
年
度
（
移
行
日
が
四
月
一
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
移
行

日
の
属
す
る
年
度
）
」
と
あ
る
の
は
「
翌
年
度
」
と
、
「
移
行
日
に
」
と
あ
る
の
は

「
当
該
計
算
期
間
内
の
移
行
日
に
」
と
、
「
移
行
日
後
に
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
計

算
期
間
内
の
各
移
行
日
後
に
当
該
移
行
日
に
係
る
」
と
す
る
。

８

指
定
都
市
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
の
全
部
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又
は
一
部
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
市
町
村
が
税
率
変
更
年
度
（
指
定
都
市
の
区
域
の

全
部
又
は
一
部
が
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
と
な
つ
た
日

（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
移
行
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
年
度
の
翌

年
度
（
移
行
日
が
四
月
一
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
移
行
日
の
属
す
る
年
度
）
を
い
う

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
五
年
度
間
の
各
月
に
お
い
て
法
第
四
十
二

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
道
府
県
に
払
い
込
む
べ
き
個
人
の
道
府
県
民
税
に
係
る
地

方
団
体
の
徴
収
金
の
う
ち
、
特
定
滞
納
道
府
県
民
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
（

賦
課
期
日
現
在
に
お
い
て
移
行
区
域
（
移
行
日
に
指
定
都
市
の
区
域
の
全
部
又
は
一

部
か
ら
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
と
な
つ
た
区
域
を
い
う

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
住
所
を
有
し
た
納
税
義
務
者
に
対
し
て
税
率

変
更
前
年
度
（
税
率
変
更
年
度
の
前
年
度
を
い
う
。
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
以

前
の
年
度
の
収
入
と
な
る
べ
き
も
の
と
し
て
課
さ
れ
た
個
人
の
道
府
県
民
税
（
第
二

号
に
お
い
て
「
特
定
道
府
県
民
税
」
と
い
う
。
）
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
の
う

ち
、
税
率
変
更
年
度
以
後
の
収
入
と
な
る
べ
き
分
と
し
て
市
町
村
に
納
付
又
は
納
入

の
あ
つ
た
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
は
、
第
一
項
か
ら

第
五
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
号
に
掲
げ
る
合
算
額
を
第
二
号
に
掲
げ

る
割
合
で
按
分
し
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
移
行
日
後
に
移
行
区
域
の
全

部
又
は
一
部
が
指
定
都
市
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
と
な
つ
た
場
合
に
お
け
る
第
六

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
特
定
滞
納
道
府
県
民
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
の

額
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

当
該
各
月
の
前
月
中
に
納
付
又
は
納
入
の
あ
つ
た
特
定
滞
納
道
府
県
民
税
に
係

る
地
方
団
体
の
徴
収
金
と
特
定
滞
納
市
町
村
民
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
（

賦
課
期
日
現
在
に
お
い
て
移
行
区
域
に
住
所
を
有
し
た
納
税
義
務
者
に
対
し
て
税
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率
変
更
前
年
度
以
前
の
年
度
の
収
入
と
な
る
べ
き
も
の
と
し
て
課
さ
れ
た
個
人
の

市
町
村
民
税
（
次
号
に
お
い
て
「
特
定
市
町
村
民
税
」
と
い
う
。
）
に
係
る
地
方

団
体
の
徴
収
金
の
う
ち
、
税
率
変
更
年
度
以
後
の
収
入
と
な
る
べ
き
分
と
し
て
市

町
村
に
納
付
又
は
納
入
の
あ
つ
た
も
の
を
い
う
。
）
と
の
合
算
額
（
督
促
手
数
料

及
び
滞
納
処
分
費
を
除
く
。
）

二

税
率
変
更
年
度
の
四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
算
定
し
た
指
定
都
市
以
外
の
市
町

村
が
徴
収
す
べ
き
特
定
道
府
県
民
税
の
課
税
額
の
合
計
額
と
指
定
都
市
以
外
の
市

町
村
が
徴
収
す
べ
き
特
定
市
町
村
民
税
の
課
税
額
の
合
計
額
と
の
割
合

９

移
行
日
が
同
一
の
計
算
期
間
内
に
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
（
指
定
都
市
」
と
あ
る
の
は
「
（
同
一
の
前
項
に
規
定

す
る
計
算
期
間
内
の
移
行
日
（
指
定
都
市
」
と
、
「
日
（
」
と
あ
る
の
は
「
日
を
い

う
。
」
と
、
「
「
移
行
日
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
同
じ
。
）
の
う
ち
最
も

早
い
日
」
と
、
「
翌
年
度
（
移
行
日
が
四
月
一
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
移
行
日
の
属

す
る
年
度
）
」
と
あ
る
の
は
「
翌
年
度
」
と
、
「
移
行
日
に
」
と
あ
る
の
は
「
当
該

計
算
期
間
内
の
移
行
日
に
」
と
、
「
移
行
日
後
に
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
計
算
期
間

内
の
各
移
行
日
後
に
当
該
移
行
日
に
係
る
」
と
す
る
。

道
府
県
が
法
第
四
十
八
条
第
六
項
（
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

10
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
に
払
い
込
む
べ
き
個
人
の
市

町
村
民
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
の
額
は
、
当
該
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市

町
村
民
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
を
仮
に
当
該
市
町
村
が
徴
収
し
て
道
府
県
に

払
い
込
む
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
前
各
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
率
に
よ

り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

道
府
県
は
、
市
町
村
長
の
同
意
を
得
た
と
き
は
、
法
第
四
十
八
条
第
六
項
の
規
定

11
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に
よ
る
払
込
み
を
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
徴
収
し
、
又
は
滞
納

処
分
を
し
た
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
を
市
町
村

に
払
い
込
み
、
当
該
市
町
村
が
当
該
道
府
県
民
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
を
道

府
県
に
払
い
込
む
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
法
第
四
十
八
条
第
三
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
徴
収
の
引
継
ぎ
）

第
八
条
の
四

法
第
四
十
八
条
第
三
項
本
文
（
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
徴
収
の
引
継
ぎ
は
、
そ

の
旨
を
記
載
し
た
文
書
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
。

２

既
に
滞
納
処
分
に
着
手
し
た
地
方
団
体
の
徴
収
金
に
つ
い
て
法
第
四
十
八
条
第
三

項
本
文
の
規
定
に
よ
る
徴
収
の
引
継
ぎ
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
徴
収
の
引
継
ぎ

を
受
け
た
道
府
県
の
徴
税
吏
員
又
は
市
町
村
の
徴
税
吏
員
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨

を
納
税
者
又
は
特
別
徴
収
義
務
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

法
第
四
十
八
条
第
三
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
徴
収
の
引
継
ぎ
が
あ
つ
た
場
合
に
お

い
て
、
差
押
え
に
係
る
動
産
若
し
く
は
有
価
証
券
又
は
自
動
車
、
建
設
機
械
若
し
く

は
小
型
船
舶
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
差
押
え
に
係
る
財
産
の
引
渡
し
及
び
こ
れ
に
伴

う
措
置
に
つ
い
て
は
、
国
税
徴
収
法
第
八
十
七
条
第
二
項
及
び
国
税
徴
収
法
施
行
令

（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
第
三
十
九
条
か
ら
第
四
十
一
条
ま
で
の

規
定
の
例
に
よ
る
。

（
退
職
所
得
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
）

（
退
職
所
得
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
）

第
八
条
の
四

略

第
八
条
の
四
の
二

略
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（
配
当
割
額
又
は
株
式
等
譲
渡
所
得
割
額
の
控
除
不
足
額
に
よ
る
納
付
又
は
納
入
）

（
配
当
割
額
又
は
株
式
等
譲
渡
所
得
割
額
の
控
除
不
足
額
の
充
当

）

第
四
十
八
条
の
九
の
三

市
町
村
長
は
、
法
第
三
百
十
四
条
の
九
第
一
項
の
納
税
義
務

第
四
十
八
条
の
九
の
三

市
町
村
長
は
、
法
第
三
百
十
四
条
の
九
第
一
項
の
納
税
義
務

者
に
同
条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
金
額

者
に
同
条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
金
額

（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
四
十
八
条
の
九
の
五
ま
で
に
お
い
て
「
控
除
不
足
額
」
と
い

（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
四
十
八
条
の
九
の
五
ま
で
に
お
い
て
「
控
除
不
足
額
」
と
い

う
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
納
税
義
務
者
の
法
第
三
百
十
四
条
の
九
第
一
項
の

う
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
納
税
義
務
者
の
法
第
三
百
十
四
条
の
九
第
一
項
の

確
定
申
告
書
に
係
る
年
の
末
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税

確
定
申
告
書
に
係
る
年
の
末
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税

、
個
人
の
市
町
村
民
税
又
は
森
林
環
境
税
の
法
第
十
七
条
の
四
に
規
定
す
る
賦
課
決

又
は
市
町
村
民
税

の
法
第
十
七
条
の
四
に
規
定
す
る
賦
課
決

定
（
法
第
三
百
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
追
徴
に
係
る
も
の
を
除
く
。

定
（
法
第
三
百
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
追
徴
に
係
る
も
の
を
除
く
。

）
後
、
納
税
通
知
書
を
発
す
る
前
に
、
当
該
控
除
不
足
額
の
う
ち
法
第
三
百
十
四
条

）
後
、
納
税
通
知
書
を
発
す
る
前
に
、
当
該
控
除
不
足
額
を
当
該

の
九
第
二
項
後
段
に
規
定
す
る
還
付
を
す
べ
き
金
額
（
第
三
項
に
お
い
て
「
還
付
を

す
べ
き
金
額
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
当
該
個
人
の
道
府
県
民
税
、
個
人
の
市
町
村
民

個
人
の
道
府
県
民
税
又
は
市
町
村
民
税

税
又
は
森
林
環
境
税
を
納
付
し
、
又
は
納
入
す
る
も
の
と
す
る
。

に
充
当
す
る

も
の
と
す
る
。

２

市
町
村
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
又
は
納
入
を
し
た
と
き
は
、
納
税
通
知

２

市
町
村
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
充
当

を
し
た
と
き
は
、
納
税
通
知

書
の
交
付
に
併
せ
て
、
そ
の
旨
を
当
該
納
付
又
は
納
入
に
係
る
納
税
義
務
者
に
通
知

書
の
交
付
に
併
せ
て
、
そ
の
旨
を
当
該
充
当

に
係
る
納
税
義
務
者
に
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

還
付
を
す
べ
き
金
額
の
う
ち
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
又
は
納
入
を
す
る
こ
と

３

控
除
不
足
額
の
う
ち
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
充
当

を
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
つ
た
部
分
の
金
額
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
納
税
義
務
者
に
未
納

が
で
き
な
か
つ
た
部
分
の
金
額
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
納
税
義
務
者
に
未
納

に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
又
は
森
林
環
境
税
に
係
る
徴
収
金
（
法
第
三
百
十
四
条

に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金

の
九
第
二
項
後
段
に
規
定
す
る
森
林
環
境
税
に
係
る
徴
収
金
を
い
う
。
第
二
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
次
の
各
号
の
順
序
に
よ
り
、
当
該
納
付
又
は
納
入

が
あ
る
と
き
は
、
次
の
各
号
の
順
序
に
よ
り
、
当
該
充
当

を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
部
分
の
金
額
（
第
四
十
八
条
の
九
の
五
の
規
定
に
よ

を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
部
分
の
金
額
（
第
四
十
八
条
の
九
の
五
の
規
定
に
よ

り
加
算
す
べ
き
金
額
を
含
む
。
）
に
よ
り
こ
れ
ら
の
徴
収
金
を
納
付
し
、
又
は
納
入

り
加
算
す
べ
き
金
額
を
含
む
。
）
を
こ
れ
に
充
当
す
る

す
る
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。
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一

当
該
納
税
義
務
者
の
法
第
三
百
十
四
条
の
九
第
一
項
の
確
定
申
告
書
に
係
る
年

一

当
該
納
税
義
務
者
の
法
第
三
百
十
四
条
の
九
第
一
項
の
確
定
申
告
書
に
係
る
年

の
末
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
、
個
人
の
市
町
村
民

の
末
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
又
は
市
町
村
民
税

税
又
は
森
林
環
境
税
で
法
第
三
百
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
追
徴
す

で
法
第
三
百
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
追
徴
す

べ
き
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
個
人
の
道
府
県
民
税
、
個
人
の
市
町
村
民
税
又

べ
き
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
個
人
の
道
府
県
民
税
又
は
市
町
村
民
税

は
森
林
環
境
税
を
納
付
し
、
又
は
納
入
す
る
。

に
充
当
す
る

。

二

還
付
を
す
べ
き
金
額
の
う
ち
第
一
項
及
び
前
号
の
規
定
に
よ
る
納
付
又
は
納
入

二

控
除
不
足
額

の
う
ち
第
一
項
及
び
前
号
の
規
定
に
よ
る
充
当
を

を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
部
分
の
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
他
の
未
納
に

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
部
分
の
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
他
の
未
納
に

係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
又
は
森
林
環
境
税
に
係
る
徴
収
金
を
納
付
し
、
又
は
納

係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
に
充
当
す
る

入
す
る
。

。

４

第
六
条
の
十
四
の
三

の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
又
は
納
入
に
つ
い

４

第
六
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
充
当

に
つ
い

て
準
用
す
る
。

て
準
用
す
る
。

５

市
町
村
長
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
又
は
納
入
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な

５

市
町
村
長
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
充
当

を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な

く
、
そ
の
旨
を
当
該
納
付
又
は
納
入
に
係
る
納
税
義
務
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

く
、
そ
の
旨
を
当
該
充
当

に
係
る
納
税
義
務
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

（
配
当
割
額
又
は
株
式
等
譲
渡
所
得
割
額
の
控
除
不
足
額
の
還
付
）

（
配
当
割
額
又
は
株
式
等
譲
渡
所
得
割
額
の
控
除
不
足
額
の
還
付
）

第
四
十
八
条
の
九
の
四

市
町
村
長
は
、
控
除
不
足
額
の
う
ち
前
条
第
一
項
及
び
第
三

第
四
十
八
条
の
九
の
四

市
町
村
長
は
、
控
除
不
足
額
の
う
ち
前
条
第
一
項
及
び
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
納
付
又
は
納
入
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
部
分
の
金
額
が
あ

項
の
規
定
に
よ
る
充
当

を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
部
分
の
金
額
が
あ

る
と
き
は
、
当
該
金
額
を
還
付
す
る
も
の
と
す
る
。

る
と
き
は
、
当
該
金
額
を
還
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２

略

２

略

（
配
当
割
額
又
は
株
式
等
譲
渡
所
得
割
額
の
還
付
金
等
の
額
に
係
る
還
付
加
算
金
の

（
配
当
割
額
又
は
株
式
等
譲
渡
所
得
割
額
の
還
付
金
等
の
額
に
係
る
還
付
加
算
金
の

計
算
）

計
算
）
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第
四
十
八
条
の
九
の
五

市
町
村
長
は
、
第
四
十
八
条
の
九
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第

第
四
十
八
条
の
九
の
五

市
町
村
長
は
、
第
四
十
八
条
の
九
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第

三
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
若
し
く
は
納
入
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
還
付
を

三
項
の
規
定
に
よ
る
充
当
又
は

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
還
付
を

す
る
場
合
に
は

、
当
該
納
付
若
し
く
は
納
入
を
し
、
又
は
還
付
を
す
る
金
額

す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
充
当

を
し
、
又
は
還
付
を
す
る
金
額

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
還
付
金
等
の
額
」
と
い
う
。
）
に
、
当
該
控
除
不
足
額

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
還
付
金
等
の
額
」
と
い
う
。
）
に
、
当
該
控
除
不
足
額

が
確
定
し
た
日
の
翌
日
か
ら
そ
の
納
付
又
は
納
入
を
す
る
日
（
同
日
前
に
納
付
又
は

が
確
定
し
た
日
の
翌
日
か
ら
そ
の
充
当
を
す
る

日
（
同
日
前
に
充
当
を
す

納
入
を
す
る
の
に
適
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
）
又
は
そ
の

る

の
に
適
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
）
又
は
そ
の

還
付
の
た
め
の
支
出
を
決
定
す
る
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、
年
七
・
三
パ
ー

還
付
の
た
め
の
支
出
を
決
定
す
る
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、
年
七
・
三
パ
ー

セ
ン
ト
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
当
該
還
付
金
等
の
額
に
加
算
し
な
け
れ

セ
ン
ト
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
当
該
還
付
金
等
の
額
に
加
算
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
四
十
八
条
の
九
の
三
第
一
項
又
は
第
三
項
第
一
号
の
規

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
四
十
八
条
の
九
の
三
第
一
項
又
は
第
三
項
第
一
号
の
規

定
に
よ
る
納
付
又
は
納
入
を
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

定
に
よ
る
充
当
を
す
る

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

略

２

略

（
未
納
の
個
人
の
道
府
県
民
税
、
個
人
の
市
町
村
民
税
又
は
森
林
環
境
税
の
延
滞
金

（
未
納
の
道
府
県
民
税
又
は
市
町
村
民
税

の
延
滞
金

の
免
除
）

の
免
除
）

第
四
十
八
条
の
九
の
六

第
四
十
八
条
の
九
の
三
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
納
付

第
四
十
八
条
の
九
の
六

第
四
十
八
条
の
九
の
三
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
充
当

又
は
納
入
を
す
る
場
合
に
は

、
市
町
村
長
は
、
当
該
納
付
又
は
納
入
に
係
る

を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
町
村
長
は
、
当
該
充
当

に
係
る

未
納
の
個
人
の
道
府
県
民
税
、
個
人
の
市
町
村
民
税
又
は
森
林
環
境
税
に
つ
い
て
の

未
納
の
道
府
県
民
税
又
は
市
町
村
民
税

に
つ
い
て
の

延
滞
金
を
免
除
す
る
。

延
滞
金
を
免
除
す
る
。

（
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額
の
変
更
が
あ
つ
た
場
合
の
取
扱
い
）

（
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額
の
変
更
が
あ
つ
た
場
合
の
取
扱
い
）

第
四
十
八
条
の
九
の
十
五

略

第
四
十
八
条
の
九
の
十
五

略

２
～
６

略

２
～
６

略

７

市
町
村
は
、
第
一
項
又
は
第
四
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は

、
次
の
表
の
上

７

市
町
村
は
、
第
一
項
又
は
第
四
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
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欄
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
、
直

欄
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
、
直

ち
に
、
当
該
特
別
徴
収
対
象
年
金
所
得
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ち
に
、
当
該
特
別
徴
収
対
象
年
金
所
得
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
項
に
規
定

一

当
該
変
更
後
の
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額

第
一
項
に
規
定

一

当
該
変
更
後
の
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額

す
る
場
合

二

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
を
し
な
か
つ
た
支
払
回
数

す
る
場
合

二

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
を
し
な
か
つ
た
支
払
回
数

割
特
別
徴
収
税
額
及
び
同
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
を
し
た

割
特
別
徴
収
税
額
及
び
同
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
を
し
た

支
払
回
数
割
特
別
徴
収
税
額

支
払
回
数
割
特
別
徴
収
税
額

三

前
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
三
百
二
十

三

前
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
三
百
二
十

一
条
の
七
の
十
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と

一
条
の
七
の
十
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と

な
る
場
合
に
は
、
同
項
に
規
定
す
る
過
納
又
は
誤
納
に
係

な
る
場
合
に
は
、
同
項
に
規
定
す
る
過
納
又
は
誤
納
に
係

る
税
額
及
び
当
該
税
額
を
還
付
し
、
又
は
納
付
し
、
若
し

る
税
額
及
び
当
該
税
額
を
還
付
又
は
充
当
す
る

く
は
納
入
す
る
旨

旨

第
四
項
に
規
定

一

当
該
変
更
後
の
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額

第
四
項
に
規
定

一

当
該
変
更
後
の
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額

す
る
場
合

二

法
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

す
る
場
合

二

法
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

通
知
に
係
る
支
払
回
数
割
特
別
徴
収
税
額
は
変
更
さ
れ
な

通
知
に
係
る
支
払
回
数
割
特
別
徴
収
税
額
は
変
更
さ
れ
な

い
旨

い
旨

三

第
五
項
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、

三

第
五
項
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、

同
項
に
規
定
す
る
超
え
る
部
分
の
金
額
に
相
当
す
る
税
額

同
項
に
規
定
す
る
超
え
る
部
分
の
金
額
に
相
当
す
る
税
額

及
び
当
該
税
額
を
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
つ
て
徴
収
す
る

及
び
当
該
税
額
を
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
つ
て
徴
収
す
る

旨

旨

四

前
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
三
百
二
十

四

前
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
三
百
二
十

一
条
の
七
の
十
第
二
項
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る

一
条
の
七
の
十
第
二
項
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る

場
合
に
は
、
同
項
に
規
定
す
る
過
納
又
は
誤
納
に
係
る
税

場
合
に
は
、
同
項
に
規
定
す
る
過
納
又
は
誤
納
に
係
る
税

額
及
び
当
該
税
額
を
還
付
し
、
又
は
納
付
し
、
若
し
く
は

額
及
び
当
該
税
額
を
還
付
又
は
充
当
す
る
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納
入
す
る
旨

旨

（
年
金
所
得
に
係
る
仮
特
別
徴
収
税
額
の
変
更
が
あ
つ
た
場
合
の
取
扱
い
）

（
年
金
所
得
に
係
る
仮
特
別
徴
収
税
額
の
変
更
が
あ
つ
た
場
合
の
取
扱
い
）

第
四
十
八
条
の
九
の
十
六

略

第
四
十
八
条
の
九
の
十
六

略

２
～

略

２
～

略

10

10

市
町
村
は
、
第
一
項
又
は
第
四
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は

、
次
の
表
の
上

市
町
村
は
、
第
一
項
又
は
第
四
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上

11

11

欄
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
、
直

欄
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
、
直

ち
に
、
当
該
特
別
徴
収
対
象
年
金
所
得
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ち
に
、
当
該
特
別
徴
収
対
象
年
金
所
得
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

略

略

第
四
項
に
規
定
す

一

当
該
変
更
後
の
年
金
所
得
に
係
る
仮
特
別
徴
収
税
額

第
四
項
に
規
定
す

一

当
該
変
更
後
の
年
金
所
得
に
係
る
仮
特
別
徴
収
税
額

る
場
合
（
第
六
項

二

仮
特
別
徴
収
税
額
通
知
に
係
る
支
払
回
数
割
仮
特
別

る
場
合
（
第
六
項

二

仮
特
別
徴
収
税
額
通
知
に
係
る
支
払
回
数
割
仮
特
別

本
文
に
規
定
す
る

徴
収
税
額
の
全
部
又
は
一
部
を
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ

本
文
に
規
定
す
る

徴
収
税
額
の
全
部
又
は
一
部
を
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ

場
合
（
同
項
た
だ

つ
て
徴
収
し
な
い
旨

場
合
（
同
項
た
だ

つ
て
徴
収
し
な
い
旨

し
書
に
規
定
す
る

三

第
六
項
の
表
第
一
号
に
係
る
場
合
を
除
き
、
第
九
項

し
書
に
規
定
す
る

三

第
六
項
の
表
第
一
号
に
係
る
場
合
を
除
き
、
第
九
項

場
合
を
除
く
。
）

の
規
定
の
適
用
が
あ
る
旨

場
合
を
除
く
。
）

の
規
定
の
適
用
が
あ
る
旨

に
限
る
。
）

四

前
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
三
百
二

に
限
る
。
）

四

前
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
三
百
二

十
一
条
の
七
の
十
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ

十
一
条
の
七
の
十
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ

と
と
な
る
場
合
に
は
、
同
項
に
規
定
す
る
過
納
又
は
誤

と
と
な
る
場
合
に
は
、
同
項
に
規
定
す
る
過
納
又
は
誤

納
に
係
る
税
額
及
び
当
該
税
額
を
還
付
し
、
又
は
納
付

納
に
係
る
税
額
及
び
当
該
税
額
を
還
付
又
は
充
当
す
る

し
、
若
し
く
は
納
入
す
る
旨

旨

第
四
項
に
規
定
す

一

当
該
変
更
後
の
年
金
所
得
に
係
る
仮
特
別
徴
収
税
額

第
四
項
に
規
定
す

一

当
該
変
更
後
の
年
金
所
得
に
係
る
仮
特
別
徴
収
税
額

る
場
合
（
第
六
項

二

仮
特
別
徴
収
税
額
通
知
に
係
る
支
払
回
数
割
仮
特
別

る
場
合
（
第
六
項

二

仮
特
別
徴
収
税
額
通
知
に
係
る
支
払
回
数
割
仮
特
別

た
だ
し
書
に
規
定

徴
収
税
額
は
変
更
さ
れ
な
い
旨

た
だ
し
書
に
規
定

徴
収
税
額
は
変
更
さ
れ
な
い
旨
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す
る
場
合
に
限
る

三

第
九
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
旨

す
る
場
合
に
限
る

三

第
九
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
旨

。
）

四

前
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
三
百
二

。
）

四

前
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
三
百
二

十
一
条
の
七
の
十
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ

十
一
条
の
七
の
十
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ

と
と
な
る
場
合
に
は
、
同
項
に
規
定
す
る
過
納
又
は
誤

と
と
な
る
場
合
に
は
、
同
項
に
規
定
す
る
過
納
又
は
誤

納
に
係
る
税
額
及
び
当
該
税
額
を
還
付
し
、
又
は
納
付

納
に
係
る
税
額
及
び
当
該
税
額
を
還
付
又
は
充
当
す
る

し
、
若
し
く
は
納
入
す
る
旨

旨

第
四
項
に
規
定
す

一

当
該
変
更
後
の
年
金
所
得
に
係
る
仮
特
別
徴
収
税
額

第
四
項
に
規
定
す

一

当
該
変
更
後
の
年
金
所
得
に
係
る
仮
特
別
徴
収
税
額

る
場
合
（
第
六
項

二

仮
特
別
徴
収
税
額
通
知
に
係
る
支
払
回
数
割
仮
特
別

る
場
合
（
第
六
項

二

仮
特
別
徴
収
税
額
通
知
に
係
る
支
払
回
数
割
仮
特
別

本
文
に
規
定
す
る

徴
収
税
額
は
変
更
さ
れ
な
い
旨

本
文
に
規
定
す
る

徴
収
税
額
は
変
更
さ
れ
な
い
旨

場
合
を
除
く
。
）

三

第
九
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
旨

場
合
を
除
く
。
）

三

第
九
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
旨

四

前
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
三
百
二

四

前
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
三
百
二

十
一
条
の
七
の
十
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ

十
一
条
の
七
の
十
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ

と
と
な
る
場
合
に
は
、
同
項
に
規
定
す
る
過
納
又
は
誤

と
と
な
る
場
合
に
は
、
同
項
に
規
定
す
る
過
納
又
は
誤

納
に
係
る
税
額
及
び
当
該
税
額
を
還
付
し
、
又
は
納
付

納
に
係
る
税
額
及
び
当
該
税
額
を
還
付
又
は
充
当
す
る

し
、
若
し
く
は
納
入
す
る
旨

旨

第
四
章

都
等
の
特
例
等

第
四
章

都
等
の
特
例

第
一
節

都
等
の
特
例

第
二
節

個
人
の
市
町
村
民
税
、
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
森
林
環
境
税
の

賦
課
徴
収
に
関
す
る
調
整

（
個
人
の
道
府
県
民
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
又
は
森
林
環
境
税
に
係
る
徴
収
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金
の
払
込
み
の
方
法
等
）

第
五
十
七
条
の
四
の
二

市
町
村
が
法
第
七
百
三
十
九
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

毎
月
道
府
県
に
払
い
込
む
べ
き
個
人
の
道
府
県
民
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
又

は
森
林
環
境
税
に
係
る
徴
収
金
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
森
林
環
境
税
に
係
る
徴

収
金
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
は
、
前
月

中
に
納
付
又
は
納
入
の
あ
つ
た
個
人
の
道
府
県
民
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
、

個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
及
び
森
林
環
境
税
に
係
る
徴
収
金

の
合
算
額
（
督
促
手
数
料
及
び
滞
納
処
分
費
を
除
く
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

（
第
五
項
に
お
い
て
「
前
月
の
徴
収
金
の
合
算
額
」
と
い
う
。
）
を
、
当
該
市
町
村

の
当
該
年
度
の
収
入
額
と
な
る
べ
き
個
人
の
道
府
県
民
税
の
課
税
額
（
市
町
村
の
廃

置
分
合
又
は
境
界
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
後

存
続
す
る
市
町
村
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
存
続
市
町
村
」
と
い
う

。
）
に
あ
つ
て
は
、
当
該
存
続
市
町
村
が
当
該
年
度
に
お
い
て
徴
収
す
べ
き
額
の
う

ち
当
該
年
度
の
収
入
額
と
な
る
べ
き
も
の
と
し
て
課
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
、
当
該
年
度
の
収
入
額
と
な
る
べ
き
個
人
の
市

町
村
民
税
の
課
税
額
の
合
計
額
及
び
当
該
年
度
の
収
入
額
と
な
る
べ
き
森
林
環
境
税

の
課
税
額
の
合
計
額
の
割
合
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
按
分
率
」
と
い
う
。
）
で

按
分
し
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。

２

前
項
の
按
分
率
は
、
当
該
年
度
の
三
月
三
十
一
日
現
在
に
お
い
て
算
定
し
た
率
に

よ
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
年
度
の
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
月
に
お
い
て
払
い

込
む
場
合
に
は
、
当
該
年
度
の
前
年
度
の
三
月
三
十
一
日
現
在
に
お
い
て
算
定
し
た

按
分
率
に
よ
り
、
当
該
年
度
の
七
月
か
ら
三
月
ま
で
の
月
に
お
い
て
払
い
込
む
場
合
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に
は
、
当
該
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
、
個
人
の
市
町
村
民
税
及
び
森
林
環
境

税
の
課
税
額
が
最
初
に
納
付
さ
れ
、
又
は
納
入
さ
れ
る
べ
き
期
限
の
到
来
す
る
月
（

次
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
最
初
の
納
期
限
の
月
」
と
い
う
。
）
の
末
日
現
在
に

お
い
て
算
定
し
た
当
該
市
町
村
の
当
該
年
度
の
収
入
額
と
な
る
べ
き
個
人
の
道
府
県

民
税
（
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
課
す
る
所
得
割
を
除
く
。
）
の
課
税
額
の

合
計
額
、
当
該
年
度
の
収
入
額
と
な
る
べ
き
個
人
の
市
町
村
民
税
（
法
第
三
百
二
十

八
条
の
規
定
に
よ
り
課
す
る
所
得
割
を
除
く
。
）
の
課
税
額
の
合
計
額
及
び
当
該
年

度
の
収
入
額
と
な
る
べ
き
森
林
環
境
税
の
課
税
額
の
合
計
額
の
割
合
（
次
項
に
お
い

て
「
特
定
按
分
率
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
当
該
年
度
の

収
入
額
と
な
る
べ
き
分
と
し
て
市
町
村
に
納
付
又
は
納
入
の
あ
つ
た
個
人
の
道
府
県

民
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
、
個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収

金
及
び
森
林
環
境
税
に
係
る
徴
収
金
の
合
算
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
当
該
年

度
の
徴
収
金
の
合
算
額
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
年
度
の
三
月
三
十
一
日
現
在
に

お
い
て
算
定
し
た
按
分
率
に
よ
り
道
府
県
に
払
い
込
む
べ
き
個
人
の
道
府
県
民
税
に

係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
の
額
と
既
に
払
い
込
ん
だ
個
人
の
道
府
県
民
税
に
係
る
地

方
団
体
の
徴
収
金
の
額
（
法
第
七
百
三
十
九
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
項
（
こ
れ
ら

の
規
定
を
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十

一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
道
府
県
が
徴
収
し
た
個
人
の
道
府
県
民
税

に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
徴
収
金
の
額
を
含
む
。
）
と

の
間
に
過
不
足
が
あ
る
場
合
又
は
当
該
年
度
の
徴
収
金
の
合
算
額
の
う
ち
当
該
年
度

の
三
月
三
十
一
日
現
在
に
お
い
て
算
定
し
た
按
分
率
に
よ
り
道
府
県
に
払
い
込
む
べ

き
森
林
環
境
税
に
係
る
徴
収
金
の
額
（
森
林
環
境
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
に
関
す

る
法
律
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
の
払
込
予
定
額
（
同
項
に
規
定
す
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る
市
町
村
の
払
込
予
定
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
総
額
か
ら

控
除
さ
れ
た
額
が
あ
る
場
合
に
は
当
該
額
を
除
き
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
市

町
村
の
払
込
予
定
額
の
総
額
に
加
算
さ
れ
た
額
が
あ
る
場
合
に
は
当
該
額
を
含
む
。

）
と
既
に
払
い
込
ん
だ
森
林
環
境
税
に
係
る
徴
収
金
の
額
（
法
第
七
百
三
十
九
条
の

五
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
道
府
県
が
徴
収
し
た
森
林
環
境
税
に
係
る
徴

収
金
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
徴
収
金
の
額
（
森
林
環
境
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税

に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
の
払
込
予
定
額
（
同
項

に
規
定
す
る
都
道
府
県
の
払
込
予
定
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
総
額
か
ら
控
除
さ
れ
た
額
が
あ
る
場
合
に
は
当
該
額
を
除
き
、
同
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
都
道
府
県
の
払
込
予
定
額
の
総
額
に
加
算
さ
れ
た
額
が
あ
る
場
合
に
は
当

該
額
を
含
む
。
）
を
含
む
。
）
と
の
間
に
過
不
足
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
年
度
の

翌
年
度
の
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
月
に
お
い
て
払
い
込
む
べ
き
額
で
清
算
す
る
も
の

と
す
る
。

４

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
最
初
の
納
期
限
の
月
が
当
該
年
度
の
七
月
以
降
の
月
と

な
る
市
町
村
が
当
該
年
度
の
七
月
又
は
七
月
か
ら
最
初
の
納
期
限
の
月
ま
で
の
月
に

お
い
て
払
い
込
む
と
き
は
、
当
該
年
度
の
前
年
度
の
三
月
三
十
一
日
現
在
に
お
い
て

算
定
し
た
按
分
率
に
よ
る
も
の
と
し
、
最
初
の
納
期
限
の
月
の
翌
月
以
降
に
お
い
て

市
町
村
の
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
特
定
按
分
率
に
著
し
い

変
動
を
生
ず
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
著
し
い
変
動
を
生
ず
る
こ
と
と
な

つ
た
月
の
末
日
現
在
に
お
い
て
算
定
し
た
特
定
按
分
率
に
よ
り
当
該
月
の
翌
月
か
ら

当
該
年
度
の
三
月
ま
で
の
月
に
払
い
込
む
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

５

市
町
村
の
廃
置
分
合
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
存
続
市
町
村
が
当
該
廃
置
分
合

が
あ
つ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
当
該
存
続
市
町
村
の
最
初
の
納
期
限
の
月
ま
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で
の
月
に
お
い
て
払
い
込
む
べ
き
個
人
の
道
府
県
民
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金

の
額
は
、
前
月
の
徴
収
金
の
合
算
額
に
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
の
う
ち
に
第
一

号
に
掲
げ
る
額
の
占
め
る
割
合
を
乗
じ
て
算
定
し
、
存
続
市
町
村
が
当
該
廃
置
分
合

が
あ
つ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
当
該
存
続
市
町
村
の
最
初
の
納
期
限
の
月
ま

で
の
月
に
お
い
て
払
い
込
む
べ
き
森
林
環
境
税
に
係
る
徴
収
金
の
額
は
、
前
月
の
徴

収
金
の
合
算
額
に
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
の
う
ち
に
第
三
号
に
掲
げ
る
額
の
占

め
る
割
合
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。

一

当
該
廃
置
分
合
が
あ
つ
た
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
の
三
月
三
十
一
日
現
在

に
お
い
て
算
定
し
た
当
該
廃
置
分
合
前
の
市
町
村
の
前
年
度
の
収
入
額
と
な
る
べ

き
個
人
の
道
府
県
民
税
の
課
税
額
の
合
計
額
の
合
算
額

二

当
該
廃
置
分
合
が
あ
つ
た
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
の
三
月
三
十
一
日
現
在

に
お
い
て
算
定
し
た
当
該
廃
置
分
合
前
の
市
町
村
の
前
年
度
の
収
入
額
と
な
る
べ

き
個
人
の
市
町
村
民
税
の
課
税
額
の
合
計
額
の
合
算
額

三

当
該
廃
置
分
合
が
あ
つ
た
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
の
三
月
三
十
一
日
現
在

に
お
い
て
算
定
し
た
当
該
廃
置
分
合
前
の
市
町
村
の
前
年
度
の
収
入
額
と
な
る
べ

き
森
林
環
境
税
の
課
税
額
の
合
計
額
の
合
算
額

６

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
市
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
以
外
の
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
指
定
都
市
の

区
域
の
全
部
又
は
一
部
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
市
町
村
が
税
率
変
更
年
度
（
指
定
都

市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
指
定
都
市
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部

と
な
つ
た
日
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
移
行
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す

る
年
度
の
翌
年
度
（
移
行
日
が
四
月
一
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
移
行
日
の
属
す
る
年

度
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
五
年
度
間
の
各
月
に
お
い
て
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法
第
七
百
三
十
九
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
道
府
県
に
払
い
込
む
べ
き
個
人
の

道
府
県
民
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
又
は
森
林
環
境
税
に
係
る
徴
収
金
の
う
ち

、
特
定
滞
納
道
府
県
民
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
（
賦
課
期
日
現
在
に
お
い
て

移
行
区
域
（
移
行
日
に
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
か
ら
指

定
都
市
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
と
な
つ
た
区
域
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
住
所
を
有
し
た
納
税
義
務
者
に
対
し
て
税
率
変
更
前
年
度
（
税
率
変
更

年
度
の
前
年
度
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
前
の
年
度
の
収
入
と

な
る
べ
き
も
の
と
し
て
課
さ
れ
た
個
人
の
道
府
県
民
税
（
第
二
号
に
お
い
て
「
特
定

道
府
県
民
税
」
と
い
う
。
）
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
の
う
ち
、
税
率
変
更
年
度

以
後
の
収
入
と
な
る
べ
き
分
と
し
て
市
町
村
に
納
付
又
は
納
入
の
あ
つ
た
も
の
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
又
は
特
定
滞
納
森
林
環
境
税
に
係
る
徴

収
金
（
賦
課
期
日
現
在
に
お
い
て
移
行
区
域
に
住
所
を
有
し
た
納
税
義
務
者
に
対
し

て
税
率
変
更
前
年
度
以
前
の
年
度
の
収
入
と
な
る
べ
き
も
の
と
し
て
課
さ
れ
た
森
林

環
境
税
（
同
号
に
お
い
て
「
特
定
森
林
環
境
税
」
と
い
う
。
）
に
係
る
徴
収
金
の
う

ち
、
税
率
変
更
年
度
以
後
の
収
入
と
な
る
べ
き
分
と
し
て
市
町
村
に
納
付
又
は
納
入

の
あ
つ
た
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
は
、
前
各
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
号
に
掲
げ
る
合
算
額
を
第
二
号
に
掲
げ
る
割
合
で
按
分
し

て
算
定
し
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
移
行
日
後
に
移
行
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
指

定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
と
な
つ
た
場
合
に
お
け
る
第
八
項

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
特
定
滞
納
道
府
県
民
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
の
額

又
は
特
定
滞
納
森
林
環
境
税
に
係
る
徴
収
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

。一

当
該
各
月
の
前
月
中
に
納
付
又
は
納
入
の
あ
つ
た
特
定
滞
納
道
府
県
民
税
に
係



23

る
地
方
団
体
の
徴
収
金
、
特
定
滞
納
市
町
村
民
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
（

賦
課
期
日
現
在
に
お
い
て
移
行
区
域
に
住
所
を
有
し
た
納
税
義
務
者
に
対
し
て
税

率
変
更
前
年
度
以
前
の
年
度
の
収
入
と
な
る
べ
き
も
の
と
し
て
課
さ
れ
た
個
人
の

市
町
村
民
税
（
次
号
に
お
い
て
「
特
定
市
町
村
民
税
」
と
い
う
。
）
に
係
る
地
方

団
体
の
徴
収
金
の
う
ち
、
税
率
変
更
年
度
以
後
の
収
入
と
な
る
べ
き
分
と
し
て
市

町
村
に
納
付
又
は
納
入
の
あ
つ
た
も
の
を
い
う
。
）
及
び
特
定
滞
納
森
林
環
境
税

に
係
る
徴
収
金
の
合
算
額
（
督
促
手
数
料
及
び
滞
納
処
分
費
を
除
く
。
）

二

税
率
変
更
年
度
の
四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
算
定
し
た
指
定
都
市
が
徴
収
す
べ

き
特
定
道
府
県
民
税
の
課
税
額
の
合
計
額
、
指
定
都
市
が
徴
収
す
べ
き
特
定
市
町

村
民
税
の
課
税
額
の
合
計
額
及
び
指
定
都
市
が
徴
収
す
べ
き
特
定
森
林
環
境
税
の

課
税
額
の
合
計
額
の
割
合

７

移
行
日
が
同
一
の
計
算
期
間
（
毎
年
四
月
二
日
か
ら
翌
年
四
月
一
日
ま
で
の
期
間

を
い
う
。
第
九
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
内
に
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
（
指
定
都
市
」
と
あ
る
の
は
「
（
同
一
の
次
項

に
規
定
す
る
計
算
期
間
内
の
移
行
日
（
指
定
都
市
」
と
、
「
日
（
」
と
あ
る
の
は
「

日
を
い
う
。
」
と
、
「
「
移
行
日
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
同
じ
。
）
の
う

ち
最
も
早
い
日
」
と
、
「
翌
年
度
（
移
行
日
が
四
月
一
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
移
行

日
の
属
す
る
年
度
）
」
と
あ
る
の
は
「
翌
年
度
」
と
、
「
移
行
日
に
」
と
あ
る
の
は

「
当
該
計
算
期
間
内
の
移
行
日
に
」
と
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
移
行
日
後
に
」
と
あ

る
の
は
「
当
該
計
算
期
間
内
の
各
移
行
日
後
に
当
該
移
行
日
に
係
る
」
と
す
る
。

８

指
定
都
市
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
の
全
部

又
は
一
部
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
市
町
村
が
税
率
変
更
年
度
（
指
定
都
市
の
区
域
の

全
部
又
は
一
部
が
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
と
な
つ
た
日
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（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
移
行
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
年
度
の
翌

年
度
（
移
行
日
が
四
月
一
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
移
行
日
の
属
す
る
年
度
）
を
い
う

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
五
年
度
間
の
各
月
に
お
い
て
法
第
七
百
三

十
九
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
道
府
県
に
払
い
込
む
べ
き
個
人
の
道
府
県
民
税

に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
又
は
森
林
環
境
税
に
係
る
徴
収
金
の
う
ち
、
特
定
滞
納

道
府
県
民
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
（
賦
課
期
日
現
在
に
お
い
て
移
行
区
域
（

移
行
日
に
指
定
都
市
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
か
ら
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区

域
の
全
部
又
は
一
部
と
な
つ
た
区
域
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

住
所
を
有
し
た
納
税
義
務
者
に
対
し
て
税
率
変
更
前
年
度
（
税
率
変
更
年
度
の
前
年

度
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
前
の
年
度
の
収
入
と
な
る
べ
き
も

の
と
し
て
課
さ
れ
た
個
人
の
道
府
県
民
税
（
第
二
号
に
お
い
て
「
特
定
道
府
県
民
税

」
と
い
う
。
）
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
の
う
ち
、
税
率
変
更
年
度
以
後
の
収
入

と
な
る
べ
き
分
と
し
て
市
町
村
に
納
付
又
は
納
入
の
あ
つ
た
も
の
を
い
う
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
又
は
特
定
滞
納
森
林
環
境
税
に
係
る
徴
収
金
（
賦
課

期
日
現
在
に
お
い
て
移
行
区
域
に
住
所
を
有
し
た
納
税
義
務
者
に
対
し
て
税
率
変
更

前
年
度
以
前
の
年
度
の
収
入
と
な
る
べ
き
も
の
と
し
て
課
さ
れ
た
森
林
環
境
税
（
同

号
に
お
い
て
「
特
定
森
林
環
境
税
」
と
い
う
。
）
に
係
る
徴
収
金
の
う
ち
、
税
率
変

更
年
度
以
後
の
収
入
と
な
る
べ
き
分
と
し
て
市
町
村
に
納
付
又
は
納
入
の
あ
つ
た
も

の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
は
、
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
号
に
掲
げ
る
合
算
額
を
第
二
号
に
掲
げ
る
割
合
で
按

分
し
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
移
行
日
後
に
移
行
区
域
の
全
部
又
は
一
部

が
指
定
都
市
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
と
な
つ
た
場
合
に
お
け
る
第
六
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
る
特
定
滞
納
道
府
県
民
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
の
額
又
は
特
定
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滞
納
森
林
環
境
税
に
係
る
徴
収
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

当
該
各
月
の
前
月
中
に
納
付
又
は
納
入
の
あ
つ
た
特
定
滞
納
道
府
県
民
税
に
係

る
地
方
団
体
の
徴
収
金
、
特
定
滞
納
市
町
村
民
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
（

賦
課
期
日
現
在
に
お
い
て
移
行
区
域
に
住
所
を
有
し
た
納
税
義
務
者
に
対
し
て
税

率
変
更
前
年
度
以
前
の
年
度
の
収
入
と
な
る
べ
き
も
の
と
し
て
課
さ
れ
た
個
人
の

市
町
村
民
税
（
次
号
に
お
い
て
「
特
定
市
町
村
民
税
」
と
い
う
。
）
に
係
る
地
方

団
体
の
徴
収
金
の
う
ち
、
税
率
変
更
年
度
以
後
の
収
入
と
な
る
べ
き
分
と
し
て
市

町
村
に
納
付
又
は
納
入
の
あ
つ
た
も
の
を
い
う
。
）
及
び
特
定
滞
納
森
林
環
境
税

に
係
る
徴
収
金
の
合
算
額
（
督
促
手
数
料
及
び
滞
納
処
分
費
を
除
く
。
）

二

税
率
変
更
年
度
の
四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
算
定
し
た
指
定
都
市
以
外
の
市
町

村
が
徴
収
す
べ
き
特
定
道
府
県
民
税
の
課
税
額
の
合
計
額
、
指
定
都
市
以
外
の
市

町
村
が
徴
収
す
べ
き
特
定
市
町
村
民
税
の
課
税
額
の
合
計
額
及
び
指
定
都
市
以
外

の
市
町
村
が
徴
収
す
べ
き
特
定
森
林
環
境
税
の
課
税
額
の
合
計
額
の
割
合

９

移
行
日
が
同
一
の
計
算
期
間
内
に
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
（
指
定
都
市
」
と
あ
る
の
は
「
（
同
一
の
前
項
に
規
定

す
る
計
算
期
間
内
の
移
行
日
（
指
定
都
市
」
と
、
「
日
（
」
と
あ
る
の
は
「
日
を
い

う
。
」
と
、
「
「
移
行
日
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
同
じ
。
）
の
う
ち
最
も

早
い
日
」
と
、
「
翌
年
度
（
移
行
日
が
四
月
一
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
移
行
日
の
属

す
る
年
度
）
」
と
あ
る
の
は
「
翌
年
度
」
と
、
「
移
行
日
に
」
と
あ
る
の
は
「
当
該

計
算
期
間
内
の
移
行
日
に
」
と
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
移
行
日
後
に
」
と
あ
る
の
は

「
当
該
計
算
期
間
内
の
各
移
行
日
後
に
当
該
移
行
日
に
係
る
」
と
す
る
。

道
府
県
が
法
第
七
百
三
十
九
条
の
五
第
六
項
（
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る

10
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
に
払
い
込
む
べ
き



26

個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
の
額
は
、
個
人
の
道
府
県
民
税
及

び
個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
並
び
に
森
林
環
境
税
に
係
る
徴

収
金
を
仮
に
当
該
市
町
村
が
徴
収
し
て
道
府
県
に
払
い
込
む
も
の
と
し
た
場
合
に
お

い
て
前
各
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
率
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

道
府
県
は
、
市
町
村
長
の
同
意
を
得
た
と
き
は
、
法
第
七
百
三
十
九
条
の
五
第
六

11
項
の
規
定
に
よ
る
払
込
み
を
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
徴
収
し
、

又
は
滞
納
処
分
を
し
た
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
地
方

団
体
の
徴
収
金
並
び
に
森
林
環
境
税
に
係
る
徴
収
金
を
市
町
村
に
払
い
込
み
、
当
該

市
町
村
が
当
該
個
人
の
道
府
県
民
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
及
び
森
林
環
境
税

に
係
る
徴
収
金
を
道
府
県
に
払
い
込
む
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
法
第
七
百
三
十
九
条
の
五
第
三
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
徴
収
の
引
継
ぎ
）

第
五
十
七
条
の
四
の
三

法
第
七
百
三
十
九
条
の
五
第
三
項
本
文
（
同
条
第
八
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
徴

収
の
引
継
ぎ
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
文
書
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
。

２

既
に
滞
納
処
分
に
着
手
し
た
地
方
団
体
の
徴
収
金
及
び
森
林
環
境
税
に
係
る
徴
収

金
に
つ
い
て
法
第
七
百
三
十
九
条
の
五
第
三
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
徴
収
の
引
継
ぎ

が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
徴
収
の
引
継
ぎ
を
受
け
た
道
府
県
の
徴
税
吏
員
又
は
市

町
村
の
徴
税
吏
員
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
納
税
者
又
は
特
別
徴
収
義
務
者
に
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

法
第
七
百
三
十
九
条
の
五
第
三
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
徴
収
の
引
継
ぎ
が
あ
つ
た

場
合
に
お
い
て
、
差
押
え
に
係
る
動
産
若
し
く
は
有
価
証
券
又
は
自
動
車
、
建
設
機

械
若
し
く
は
小
型
船
舶
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
差
押
え
に
係
る
財
産
の
引
渡
し
及
び
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こ
れ
に
伴
う
措
置
に
つ
い
て
は
、
国
税
徴
収
法
第
八
十
七
条
第
二
項
及
び
国
税
徴
収

法
施
行
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
第
三
十
九
条
か
ら
第
四
十
一

条
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
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○
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）

（
附
則
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
特
定
個
人
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
方
税
法
等
の
規
定
）

（
特
定
個
人
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
方
税
法
等
の
規
定
）

第
二
十
一
条

法
第
十
九
条
第
十
号
の
政
令
で
定
め
る
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

第
二
十
一
条

法
第
十
九
条
第
十
号
の
政
令
で
定
め
る
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
二
百
二
十
六
号
）
又
は
国
税
に
関
す
る
法
律
の
規
定
は
、
同
法

律
第
二
百
二
十
六
号
）
又
は
国
税
に
関
す
る
法
律
の
規
定
は
、
同
法
第
四
十
八
条
第

第
七
十
二
条
の
五
十
九
、
第
二
百
九
十
四
条
第
三
項
若
し
く
は
第
七
百
三
十

二
項
、
第
七
十
二
条
の
五
十
九
若
し
く
は
第
二
百
九
十
四
条
第
三
項

九
条
の
五
第
二
項
の
規
定
そ
の
他
主
務
省
令
で
定
め
る
同
法
の
規
定
又
は
外
国
居
住

の
規
定
そ
の
他
主
務
省
令
で
定
め
る
同
法
の
規
定
又
は
外
国
居
住

者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
（

者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
（

昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
三
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
同
法
第
四
十
条
第
七
項
に
お
い
て

第
三
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
同
法
第
四
十
条
第
七
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
三
十
九
条
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第

準
用
す
る
同
法
第
三
十
九
条
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第

四
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
と
す
る
。

四
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
と
す
る
。
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○
総
務
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
六
号
）

（
附
則
第
七
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
自
治
税
務
局
の
所
掌
事
務
）

（
自
治
税
務
局
の
所
掌
事
務
）

第
九
条

自
治
税
務
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
九
条

自
治
税
務
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

地
方
自
治
の
普
及
徹
底
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
地
方
税
制
（
地
方
税
、
森
林
環

一

地
方
自
治
の
普
及
徹
底
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
地
方
税
制
（
地
方
税

境
税
及
び
特
別
法
人
事
業
税
、
地
方
揮
発
油
譲
与
税
、
石
油
ガ
ス
譲
与
税
、
自
動

及
び
特
別
法
人
事
業
税
、
地
方
揮
発
油
譲
与
税
、
石
油
ガ
ス
譲
与
税
、
自
動

車
重
量
譲
与
税
、
特
別
と
ん
譲
与
税
、
航
空
機
燃
料
譲
与
税
、
森
林
環
境
譲
与
税

車
重
量
譲
与
税
、
特
別
と
ん
譲
与
税
、
航
空
機
燃
料
譲
与
税
、
森
林
環
境
譲
与
税

及
び
特
別
法
人
事
業
譲
与
税
並
び
に
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
、
国
有
資

及
び
特
別
法
人
事
業
譲
与
税
並
び
に
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
、
国
有
資

産
等
所
在
都
道
府
県
交
付
金
及
び
国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に

産
等
所
在
都
道
府
県
交
付
金
及
び
国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に

関
す
る
制
度
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
六
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係

関
す
る
制
度
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
六
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係

る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

二
及
び
三

略

二
及
び
三

略

四

地
方
税
、
森
林
環
境
税
及
び
特
別
法
人
事
業
税
に
関
す
る
制
度
の
企
画
及
び
立

四

地
方
税

及
び
特
別
法
人
事
業
税
に
関
す
る
制
度
の
企
画
及
び
立

案
に
関
す
る
こ
と
。

案
に
関
す
る
こ
と
。

五

略

五

略

六

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
地
方
税
、
森
林
環
境
税
及
び
特
別
法
人
事
業

六

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
地
方
税

及
び
特
別
法
人
事
業

税
に
関
す
る
こ
と
。

税
に
関
す
る
こ
と
。

七
～
九

略

七
～
九

略

（
市
町
村
税
課
の
所
掌
事
務
）

（
市
町
村
税
課
の
所
掌
事
務
）

第
六
十
五
条

市
町
村
税
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
六
十
五
条

市
町
村
税
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。
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一

市
町
村
税
（
都
税
（
市
町
村
税
と
し
て
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
税
目
に
限
る
。

一

市
町
村
税
（
都
税
（
市
町
村
税
と
し
て
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
税
目
に
限
る
。

）
及
び
特
別
区
税
を
含
み
、
固
定
資
産
税
、
特
別
土
地
保
有
税
、
法
定
外
普
通
税

）
及
び
特
別
区
税
を
含
み
、
固
定
資
産
税
、
特
別
土
地
保
有
税
、
法
定
外
普
通
税

、
都
市
計
画
税
及
び
法
定
外
目
的
税
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
森

、
都
市
計
画
税
及
び
法
定
外
目
的
税
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

林
環
境
税
に
関
す
る
制
度
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

に
関
す
る
制
度
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
町
村
税
及
び
森
林
環
境
税
に
関
す
る
こ
と
。

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
町
村
税

に
関
す
る
こ
と
。


